
G認証ガイドライン
⼆次的⾃然環境保全型ハビタット認証の考え⽅と基準

2024/3/28  ver.1.0





⽬次

背�と⽬的・�価��・有�期間・�員 01

�査の流れ 02

申�時に必�な情� 03

申�内�の��と受理 04

�件1. ��前�の���⽰【必須�件】 04

�件2. 現状の�理内�の��【必須�件】 04

�件3. �来種等の使⽤�制【必須�件】 04

�件4. ⽣物��性保�型の�理 05

�件5. ⽣物�査を踏まえた�理 06

�件6. ���発【必須�件】 07

�価ランク 08

����⼿�き 10





背景と⽬的
 
 �理��や�⼯林�により、20����、9��上が失われた草地��の保�再⽣は、⽣物�
�性の保�を�る上で�めて重�な�題のひとつとして�識されている。⼀�、草地��の�持

�理が�かせないゴルフ場やスキー場は、その�理内�やゾーニング��では、この�を�する

�題である草地��や野草の再⽣を�じて⽇�の⽣物��性保�に貢�できる可�性がある。

 ⼀�、��的に⾒れば、開発により失われた⽣物��性価�をすべて�り�す（ノーネットロ

スを�成する）ことは、�にゴルフ場の場�は��であるケースが�いと�えられることから、

�価・��にあたっては��なステークホルダーへの��責任を果たすという�点も�かせな

い。

 このため、���制度においては、�価��となるゴルフ場・スキー場開発の歴史についても

�識・開⽰しつつ、ゴルフ場・スキー場の現状も踏まえた、����の促�につながる�件を�

�することで、⽣物��性保�上の�義を��可�な、これからの時代のゴルフ場・スキー場の

��に��することを⽬的として��するものである。

INTRODUCTION

評価対象
 �則として、ひとつのゴルフ場、または、スキー場の�体を�価��とする。ただし、ひと

つのスキー場であっても、ゲレンデごとに��者が異なる場�などは、各��者の�理範囲単

�でも申�可�とする。⾯積・地理的範囲・立地�件に�する制�は�けない。

 なお、��に�する�令または�的なガイドラインに��する場�や、⽣物��性保�上の

問題が⼤きいと��される場�は��されない可�性がある（���に発覚した場�は��が

�り消される場�がある）。

認証の有効期間
 ��の有�期間は5年間であるが、その�も5年ごとの更�が可�である。更�の�には更�
�価・��が必�となる。

 なお、��有�期間中には����⼿�きが�年必�となる。

運営委員・審査機関
 ���制度における�員および�査��は�下の�りである。  

＜���員＞

上���（筑波⼤��授）

���和（甲南女�⼤��授）

⽥中��（筑波⼤���授）

北�正� （元・�梨��⼠�科�研��副��）
池���（(�財)⽇�⽣��協���）

＜�査��＞

 (�財)⽇�⽣��協� 
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INTRODUCTION

審査の流れ
 
1.   ��申�（�回申�）[申�者→�査��]   p.3
     ↓

2.  申�内�の��  [�査��]  p.4
        ↓
3.  ��に�る��の��と申�の受理 [申�者←→�査��] 
        ↓
4. �件の��
 �件1���から現在までの��状況の把�  [�査��]   p.4
 �件2�現状の�理内�の�� [申�者←→�査��]   p.4
 �件3��来種等の使⽤�制に�る�� [申�者←→�査��]  p.4 
 �件4�⽣物��性保�型の�理に�る�� [申�者←→�査��]  p.5 
 �件5�⽣物�査に�る�� [申�者←→�査��]   p.6
 �件6����発に�る�� [申�者←→�査��]   p.7
     ↓

5.  �価ランクの�� [�査��] p.8〜10
     ↓

6.  �査レポート作成 [�査��] 
     ↓

7.  ��員��査 [�査��→���員�] 
     ↓

8.  �� [�査��→申�者] 
     ↓

9.  �� [�査��→申�者] 
      ↓
10.  �年、����⼿�き [申�者→�査��]  p.10
     ↓

11.  更�申�（��または更���の5年�） [申�者→�査��] 
      ↓
※ �下、2〜11（4の�件1は省略）を�り�す。
※�回��から5年�内に、�件3、4に�る⾯積の10％�上について�理内�等の�更が
⾏われた場�や、その他、�価ランクに��する�更があった場�は、必�に�じて再

�査を��する。  
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INTRODUCTION

申請時に必要な情報
 
申�者�

 当�ゴルフ場またはスキー場の��・�理に責任を持つ主体。

申���の��

 当�ゴルフ場またはスキー場の��。

申��域

 ゴルフ場の場�は、�尺5000�の1�下の地�上に当�ゴルフ場の��地の�界�およびOBラ
インが⽰された�⾯。スキー場の場�は、�尺5000�の1�下の地�上に当�スキー場の��地
の�界�および�理�域�界�が⽰された�⾯。

申��域の⾯積

 ���等に基づく⾯積。

⼟地�得または�地年 ※1
 当�ゴルフ場またはスキー場の⼟地を�得または�地開�した年。

�⼯年 ※1
 当�ゴルフ場またはスキー場の��⼯事の�⼯年。

�⼯年 ※1
 当�ゴルフ場またはスキー場の��⼯事の�⼯年。

開場年

 当�ゴルフ場またはスキー場の開場年。

当���における⽣物��性保�上の問題の有�

 当�ゴルフ場またはスキー場の��時から現在までの間において、⽣物��性保�に�る重⼤

な問題が発⽣していた場�は、その旨を��。

⽣物��性保�型の�理�域

 ⽣物��性保�型の�理�域として想�される場�の�略が⽰された地�等。

⽣物�査

 これまで、⽣物�査を��している場�は�査�果が�かる�料。��の予�がある場�は�

査��書等。

※1 �かる範囲で情�を提⽰するものとする。
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REQUIREMENTS

申請内容の確認と受理
 
 当申�内�に不�がないことと、�に�年において当���に�る⽣物��性保�上の重⼤な

問題が発⽣していないことを��し、申�者と�査��の間で��に�る��の��と申�の受

理を⾏う。

認証要件

要件1.�建設前後の環境明⺬【必須要件】
 

 ��の�中��や地形�、申�者から提供された�料等を元に、当���における��から現

在までの��タイプの�布状況の把�を⾏うとともに、⾯積の��を⽰す。

要件2.�現状の管理内容の確認【必須要件】
 

 下���や、必�に�じてより�かい��について、その配�を地�上に⽰すとともに、各�

�ごとの�理内�（草刈�度・刈�・�薬使⽤状況・�理時期）を�理する。

ゴルフ場

 ①ティーイング・エリア、②ジェネラルエリアの内、フェアウェイ、③ジェネラルエリアの

内、ラフ、④ジェネラルエリアの内、林、⑤ペナルティ・エリア（池など）・バンカー、⑥パッ

ティング・グリーン、⑦アウト・オブ・バウンズ（OB）

スキー場

 ①滑⾛可�エリア（夏期草地）、②⾃⼰責任エリア（林地等）、③滑⾛禁⽌エリア（林地等）

要件3.�外来種等の使⽤抑制【必須要件】
 

 ���は、「我が国の⽣��等に��を�ぼすおそれのある�来種リスト（⽣�����⽌�

来種リスト）」に掲�されている種を�たに��しない。

 なお、当⾯はゴルフ場のグリーンやフェアウェイ、ラフや、スキー場の滑⾛可�エリアにおい

て、トールフェスクやチモシーなどの⽣�����⽌�来種（�業�理�来種）を使⽤すること

を��する。ただし、その�は、同�来種��の種�への�更や、��せずに��を⾒�る��

の可�性について⼗�に��を⾏うことを�件とする。

 ゴルフ場においては「ティーイングエリア・フェアウェイ・ラフ・グリーン・クラブハウス周

�・��」��のエリア、スキー場においては樹林エリアでは、その他の�来種や��種の��

も⾏わないものとし、在来種を使⽤する場�も、地域性��を�慮するものとする。
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REQUIREMENTS

要件4.�⽣物多様性保全型の管理
 
要件4-1.�⽣物多様性保全型の管理かつ除草剤不使⽤【必須要件】
 

 ⽣物��性保�型の�理（※1）を⾏い、かつ、�草�（※2）を使⽤しない�域を⾯積�率で
�体（※3）の5％�上��する。

要件4-2.�⽣物多様性保全型の管理かつ農薬不使⽤
 

 �件4-1と同�に⽣物��性保�型の�理（※1）を⾏い、かつ、�薬（※2）を使⽤しない�域
を⾯積�率で�体（※3）の5％�上��する。

※1  ⽣物��性保�型の�理とは、�に⼆�林の林�や⼆�草�に⽣�・⽣�する在来種の保�
を�るための�理を指す。�体的には、現時点では下�のような�理内�を��する。

 ただし、地域や⽣物によって�切な�理内�は異なることが想�される上、�たな知⾒の�積

により、その内�が��されていく可�性があるため、より�切な�理内�が�らかになった場

�には、そちらを優先するものとする。

＜ゴルフ場＞

草地においては、樹林�を�制する�度の�度（�ね2年に1回�上）から、在来�物の⽣�に�
した年に3回�内�度の�度で草刈りを⾏う。⼆�林においては、1〜3年に1回�度の�度で林�
の下刈り等を⾏う。

＜スキー場＞

草地においては、夏から秋に開�、��する�物種の��を�慮し、10⽉��に年1回草刈りを⾏
う。⼆�林においては、下刈りを1〜3年に1回�度⾏う。

※2  ここで�う�薬・�草�とは、�薬���で��された�薬の内、���成�薬と��⽣
物�薬とする。ただし、有���物の⽇��林��の別�2の内、「��等⽣物�薬�び⽣物�
薬��」を�く�薬と、�薬���で��された���薬の内、「��」を�く�薬（エチレ

ン・������・重曹・�酢）は使⽤可�とする。

※3 「�体」とは、ゴルフ場においては、ゴルフ場�地�体、または、OB�よりも内側のプレー
エリア�体のいずれか、スキー場においては、スキー場�理�域�体、または、滑⾛禁⽌�域と

⾃⼰責任エリアを�く�域�体のいずれかとする。
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REQUIREMENTS

要件5.�⽣物調査を踏まえた管理
 

 優占種、または、希�動�物等、または、�物�落の状況を�査し、それらの�査�果を踏ま

えた�理を⾏う。なお、当��件を�たしたことで、A2�上の�価ランクを得たものについて
は、�の更�年まで（���得�1〜4年⽬）の間にも、1回�上の�査を��するものとする。

要件5-1.�優占種の分布状況
 

 ゴルフ場においては、主にラフ等で、シバ��の�物種が優占しているパッチを優占種の種�

とともに地�上に��する。なお、�査時期は�から秋の間に1回�上とする。
 スキー場においては、主に滑⾛可�エリアで、�物の優占種によって�別されるパッチを当�

優占種の種�とともに地�上に��する。なお、�査時期は積�期を�く、前回草刈りから2ヶ
⽉�上�ったタイミングで1回�上とする。

要件5-2.�希少動植物の⽣息状況
 

 �物または動物（たとえば、���の中の��のグループなど）を��として、ゴルフ場にお

いては主にOBライン�いや池の周囲等を、スキー場においては主に滑⾛可�エリアを踏査し、�
�した希�種（国や都���のレッドリスト掲�種を想�）の種�や個体�、��を��する。

なお、�査時期は�査��種�の��に�した時期とする。

要件5-3.�植物群落や動物群集の状況
 

 �物または動物（たとえば、���の中の��のグループや⿃�など）を��として、ゴルフ

場においては主にラフ等で、スキー場においては主に滑⾛可�エリアで、�査を⾏うものとす

る。

 �物を��とする場�は、異なる��や�理��ごとに3〜4箇�ずつ�度を⽬�として（⼀時
的な）コドラートを��し、�物���的⼿�による�落�査を�と秋に各1回�上⾏う。
 動物の内、たとえば⿃�の場�は⾯積�率で�体の1��上となるように、��と��範囲を�
�し、同範囲内に�現するすべての個体を��する�査を��期（5〜6⽉）または��期（12〜1
⽉）のいずれかの時期に2回�上⾏うものとする。

6



REQUIREMENTS

要件6.�普及啓発【必須要件】
 
 ���得に�る情�を当���の��者や利⽤者へ周知するため、下�の内�等について掲⽰

を⾏う。なお、�則として下�(1)については���得⽇から1ヶ⽉�内、(2)については���得
⽇から3ヶ⽉�内に��するものとする。

(1) ��書および�����
 クラブハウスやセンターハウス等、当���の利⽤者が��に�れる�物内の⽬立つ場�にお

いて、当���書と、⽣物��性保�型の�理�域の���を掲⽰する。同���のサイズは�

則としてA4�上とする。

(2) ⽣物��性保�型の�理�域の看�
 ⽣物��性保�型の�理�域の現場において、利⽤者が��できるような看�やサインを1箇�
�上��する。同看�・サインには、G��の��に基づく「⽣物��性保�型の�理�域」に
��されている旨を��すること。
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RATINGS

評価ランク
 
 下�の�り7��の�価ランクを��する。必須�件（�件1から�件4-1-1、および、�件6）
のみを�たす場�はA3ランクを付�する。これらに�えて、�択�件である�件4-1-2から�件
5-3までのいずれかを�たす場�は、その��状況に�じてA2からAAAの間でランク付けする。

ゴルフ場における�件 A3 A2 A1 AA3 AA2 AA1 AAA

1 ��前�の���⽰ 〇

2 現状の�理内�の�� 〇

3 �来種等の使⽤�制 〇

4-1 ⽣物��性保�型の�理かつ�草�不使⽤

4-1-1   �体の5〜10％ 〇

4-1-2   �体の10〜20％ 〇

4-1-3   �体の20〜35％ 〇

4-1-4   �体の35〜50％ 〇

4-1-5   �体の50％�上 〇

4-2 ⽣物��性保�型の�理かつ�薬不使⽤

4-2-1   �体の5〜10％ 〇※2 〇※3

4-2-2   �体の10〜20％ 〇※3

4-2-3   �体の20〜35％ 〇※3

4-2-4   �体の35〜50％ 〇※4

4-2-5   �体の50％�上 〇※4

5 ⽣物�査を踏まえた�理

5-1  優占種の�布状況 〇※2 〇※3 〇※3 〇※3 〇※4 〇※4

5-2  希�動�物等の⽣�状況 ※1 △※2 △※3 △※3 〇※3 〇※4 〇※4

5-3  �物�落や動物��の状況 〇※4 〇※4

6 ���発 〇

※ 1 △  1シーズン�上の�査 〇2シーズン�上の�査 ※2 �件4-2、5-1、5-2の内、 1つを��。
※3 �件4-2、5-1、5-2の内、2つを��。  ※4 �件4-2、5-1、5-2、5-3の内、3つを��。
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RATINGS

スキー場における�件 A3 A2 A1 AA3 AA2 AA1 AAA

1 ��前�の���⽰ 〇

2 現状の�理内�の�� 〇

3 �来種等の使⽤�制 〇

4-1
 ⽣物��性保�型の�理かつ�来�物・

 �薬・肥料・�⾯硬��不使⽤

4-1-1   �体の5〜10％ 〇

4-1-2   �体の10〜20％ 〇

4-1-3   �体の20〜35％ 〇

4-1-4   �体の35〜50％ 〇

4-1-5   �体の50％�上 〇

4-2  �来�物・�薬・肥料・�⾯硬��不使⽤

4-2-1   �体の20〜40％ 〇※2 〇※3

4-2-2   �体の40〜60％ 〇※3

4-2-3   �体の60〜80％ 〇※3

4-2-4   �体の80％�上 〇※4

4-2-5   リフト昇�場��の��域 〇※4

5 ⽣物�査を踏まえた�理

5-1  優占種の�布状況 〇※2 〇※3 〇※3 〇※3 〇※4 〇※4

5-2  希�動�物等の⽣�状況 ※1 △※2 △※3 △※3 〇※3 〇※4 〇※4

5-3  �物�落や動物��の状況 〇※4 〇※4

6 ���発 〇

※ 1 △  1シーズン�上の�査 〇2シーズン�上の�査 ※2 �件4-2、5-1、5-2の内、 1つを��。
※3 �件4-2、5-1、5-2の内、2つを��。  ※4 �件4-2、5-1、5-2、5-3の内、3つを��。
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RATINGS

ランクアップ条件
 

 ⽣物��性保�型の�理�域が、歴史の古い草�*または歴史の古い⼆�林*に�当し、その⼟
地の��性に配慮した草刈り・間伐などの�理が⾏われ、��も��される場�は、1ランクアッ
プする。

 *「�成�前」と「��〜⼤正時代」の⼆つの時期に共�して草�であるところ、
  ないし、共�して�葉樹林であるところ。

 �体的には、下�のA〜Dが�も�ましいが、E〜Hのように⼀時的に�理��されていた�域
についても、再⽣のポテンシャルを有するものとして、当�ランクアップ�件に当てはまる�域

とする。
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認証確認⼿続き
 

 ���得�は、�査��が指�する��で�年��を��し、それらの��を�査��へ�付

するとともに、�理状況について�告するものとする。
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